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平城宮跡発掘調査部

1 9 7 7 年度の平城宮および京跡の調査で総計

5 8 4 点の木簡が出土した。適職別の出土点数

は右表に掲げた。ここでは興味深い内容のも
一
つ
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木簡出土遺構一覧服喪による請暇文書１点があるの承である。

同じ上層溝から出土した釘製作に関する文普( 表）「受古釘六隻殖十二斤翫柵慨寸打合
釘」（災）「五十一隻四月- H一日刑部麻呂」は，木簡と紙の文餅の関係をうかがわせる史料で

あろう。天平宝字六年（7 6 2）造石山寺所鉄充井作' 二帳は，日毎の鉄製l Y l の製作・進上を整理・

記録した帳簿であるが( 蝋I i 蕊卿M，その一日分の記載形式と水木簡の記戦形式は側じであ
る。鉄製1 W, の製作ごとに木簡が作られ，製品に副えて進上され，一定期間の後にそれらの木簡
を基に，鉄充井作上帳が作られたのであろう。S A 8 4 1 0 柱掘形埋土から出土した若狭国遠敷郡

の米の付札｢少丹生里歎舞啓〕｣は, 里制であることや里名記峨が和銅六年の国郡里名の好
字表記の制より前の表記法であることなどから，和銅年間のものであろう。

東院地区（第1 0 4 次闘査）１５個所の遺構から総計3 1 9 点が出土した。そのうちＡ期の斜行溝S

D8 6 0 0 とＤ期の南北溝S D3 2 3 6 出土のものは質堂ともに豊常なので，これらを中心にのべる。

斜行溝S D8 6 0 0からは堆積上と埋上から出土した。年紀のあるものは，堆積上から和銅二年
（7 1 9 ) , 同四年, 同五年( 各1点) , 同六年( ４点) , 同八年( 韮他元年1点）の8点が，埋・上か

ら和銅七年１点が出土しているので，本溝出土木簡は和銅から霊他初を下限とするものであろ
う。内容的には貢進物付札が多い。和銅の付札の記載形式には藤原宮木簡に象える古い要素が
残っている。例えば，貢進者の記載形式が藤原宮木簡では「某里人某」の形式で，和銅年間を
境に｢ 某里戸主某｣ の形式に変ることが指摘されているが( 識溌淵当礁所) ，本溝出の付札で

5Ｒ」

。一… ． ‐ ‐ ． ‐ 東院
のや，遺跡の性格を明らかにできるのものを（第1 0 4 次）

中心にして報告する。主な木簡の釈文はすで

に｢平城宮発掘調査出上木簡概報( 1 2 ) ｣ ( 1 9 7 8年

４月刊）に報告した（１１絵４，７頁の釈文参照) 。

推定第１次朝堂院地区（第1 0 2 次調査）南北溝

S D3 7 1 5 と南北塀S A 8 4 1 0 から総計3 0 点が川
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- l こした。S D3 7 1 5 は推定第１次および第２次

朝堂院地曜の間を流れる南北燐で，上層・下

層溝の二時期に分けられ，木簡は両時期の溝

から各1 4 点出土した。年紀をｲ するものは，

上層溝から「去天平. 五年八月- M. 一日」とある

平城宮および京跡出土の木簡

計．

から各1 4 点出土した。年紀奔ｲ . 『す為ホのは． 薬師寺ｌＳＥＯ５１２３３
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平城僧および京跡川土の木簡

は，前者がＩ例，後群が２例（１例は和銅六年）存している。またこの点で「1 1 1 人」と「ﾉ ｰ 『主・

ﾉ ･ ' 口」の記載のある習醤木簡も注Ⅱに' 1 ｉｉｉする。数量記戦についても，海藻・魚類など斤危単位

のものに関しては平城宮木簡では一般に六斤であるが，／k 溝出土の志摩国調海藻付札２例は二

十斤で，これも藤原宮木簡にみえる古い要素である。付札の国郡哩名記戦について和銅六年の

好字表記の制以前の次のような興味深い表記がみられる（括弧内は倭希抄）。

伊世国奄伎郡久菩多里（伊勢国奄芸郡搾I I i 郷）｜鳴閏| 鳴郡魚切里（志膳国英虞郡名錐郷）

三野国木須郡（美濃凶本巣郡）消狭国遠敷郡玉枠I I l i ( 二1 超郷）積I | 幡郡（播序国宍粟郡）

備後国三次郡下三次里（下次郷）野間郡（' ﾙ ｰ f 国濃満郡）桑村郡林' 、（0 } 予| 劇越智郡排帥郷）
すさ

このほか鍬・鼓の付札４点と人倭国I ﾄ ﾞ I i 市郁の調銭付札１点が注' 1 できる。「鍍」付札は，飛

鳥京跡第5 1 次調査出上の７世紀中災の「' ' １髪部ルト戸」木簡の「肢」字を釈読する上で，注Ｉ１

すべきものである。

Ａ期の上職S K 8 6 3 0 からは黒篤（ツツラ）の進' 二・支給を記録した文苔２点が出Ｉをした。

（表）ｒｌｎｎ風口黒蔦五丁宣火宅内侍
和銅ヵ〕「 j 他力〕〔 | ﾉ 1 進黒劇力〕
□口八年八ﾉ 1口' 一| □ ｢ Ｔ１蔦1 N述六ｒ此用状霊亀元年ﾉ L j l □ □ □ □ □ □ □ □口火宅内侍

〔充力〕 □ □ 〔火宅内寺力〕
（異）十二ｊｊｌ－Ｉｉ~□l - l l - l l - ] 黒蔦一ｒ面□□□口霊地二年ニノj 廿｢ ' ' 11鳥末技「□口三□」

〔充力〕
（表）□口掃部司黒蔦二了宜' : 海' : 内侍同' - 1 内進膿ﾙ § ｰ 了宜』〔内侍「I 隙枇」

□

（裏）□ □．' ･ ﾉ j l l ･ 八1 1 1 ﾉ 1 進無蔦j l l ･ 了1 1 . f 神i i i I l ﾉ ' 侍

２点はＩＩ４ｉ接接統しないが，側材・' ' 1 縦で，もとI ｢ １－木簡で，縦に割って廃棄されたものであ

る。無蔦は龍や笛，胡線の材料となるもので，本木簡は黒葛のI Ｉ々の進上・支給をかき上げた

ものである。一日分の各記救は年ｊ] ロ，黒胸の進上・支給先，数ｌｌＩ: ，内侍ﾒ i ﾉ i を記す。内侍は，

平安時代の例によれば内侍司の掌侍（判官）をさす。内侍司は後悔十二司の首に位徹する宮司

で，天里に常侍し奏詰や勅胃の伝宣を職掌とした。平安時代初には勅旨伝宣の職瀧から内侍

賞という文害形式が成立する。この木簡の内侍端は勅旨伝宣にｗｉった内侍を注記したものであ

る。火宅内侍は，礎老- じ年正月に初見し，天､ I え八年に典侍であった大宅朝1 . 諦箭姉に､ ! ” ，また

上海上・束・神前内侍は，釆女あるいは氏女出身の内侍で，出身郡名あるいは氏族指を箔とし

たものであろう（上海上内侍＝上総国海上MM，火内侍＝1 < 野低1部伐郡または都賀i I ' 〔，神l i i i 内侍＝播磨・近

江．肥前国神前郡のいずれか) 。黒篤の進上・支給先は，掃部司がみえるが，「内進」とあるのは

内裏への進上を意味するものであろう。このﾉ k 簡はその作成宮司を明らかにできないが，内災

と関係深い内容のもので，Ａ期の東院の性格を考える上で貴砿な史料である。

南北溝S D 3 2 3 6 は上ﾙ ﾘ ・下層溝の二時期にわけられ，木簡は両溝から出こした。年紀をｲ j , す

るものは上層職で宝心/ i 年（１点），下胴溝で勝宝（１点），天平神謹二年（３点），神護亡，

裳紬/ , : 年，同六年（各１点）の計８点で，勝宝のものは料苫であるから，i I I j 溝の木簡は天平神

謎から宝餓にかけての奈良時代末のものとみてよかろう。内溶的には，向溝とも文! ' ；が付札に
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比して多い。その中でも，特に宮内造営関係の木簡が下層溝からまとまって1 0 点出上している

のが注目に価する。･ 仕丁・木工・鉄工に関する文ｉｌ；や削屑，「木工井仕丁粧｣ とある題簸，釘作

製に関する文書・題談，泉津からの材木の運搬に関する文１１，「造勅旨省司｣ とある削屑などで

ある。これら造営木簡は年紀を有するものがないが，共伴の木簡の年代からすれば，神謹景雲

元年（7 6 7 ）四j ] に完成する束院王殿に関わる束院改造との関係が十分考えられる（統日本紀) 。

さらに「造勅旨省司」の削屑からゑて，直接には勅旨省造営に関するものである可能性も存し

ている。「造勅旨省司」は初見の官司名で，勅旨省造営のために臨時に設けられた宮司であろ

うｏ勅旨椅は天平宝字八年（7 6 4 ) 十二月に初見し，延暦元年( 7 8 2）四月に廃される（統日本紀) ｏ

一説に天平宝字六年に創設され，詔勅の発令や勅旨による宮中調度の調達を職務とし，宝字末
年の皇権の分裂の中で，孝謙上皇・道鏡が淳仁天皇・大師藤原仲麻呂に対抗して設けたものと

いわれている。木調査区のすぐ北の第２２次南調査で「勅胃省」という退書須恵器が出土してお

り，災に束院と称徳天里との深い関係などを考えあわせると，勅旨省が東院の一部に存在した

可能性が考えられる。このほか遺跡の性格を考える上で，上牌溝出土の東宮坊所管の「舎人監

解」の文書や「供御所」の土師皿請求文普が注' 1 できる（７頁釈文参照）。後者は，土師皿を

支給した宮司の大進（大進は職・坊の判官）が判充の署名をし，下部中央に小穴をうがつなど木
簡の使い方を考えさせる史料でもある。上層溝出t の木尺に万葉仮名文( 表) ｢目毛美須絃保
連紀我許等乎志宜見賀毛美夜能宇知可礼ヨロ」（裏）「『奈示｣ 」を習詳したものは，国語学上ま
た奈良時代の尺を考える上で量重な史料である。下端を折損しているが，幅を１寸（3 . 0 c m）に
作り，表に１尺1１（3 0 c m），裏に５分刻みで５寸分の' 1盛をうつ。

貢進物付札では，上臓澗l : | 土の宝心五年の上総国夷漉郡の調飽付札が，ｉ倉院所蔵の調席施

布墨書銘と同じく専当国司・郡司名を記戦する形式の珍しい史料であり，下層溝からは，越前
岡鹿蒜駅に> ' 1 る「返駅子」の訓付札や大和国十市部奄知村からの貢進物付札も出土している。

左京三条二坊七坪（節1 0 3 - 1 次調査）発掘区南端に検出した河川S X 1 6 7 8 の屈曲部から木片や
〔道力〕

８世紀前､ ' 4の土器とともに木簡１点が出_ こした。「八田須支九口受口守石村」という鋤の授受
に関する文瞥である。「八旧須支」は) Ｉｆ時吉備地方が鍬などの生産地であったことから，備中
国ド道郡八m郷産の鋤の意であろう。

薬師寺境内地東僧房跡の北，現売札所の束の地区の調査で倹川した井戸ＳＥＯ５から出･ | こし

たｏ年紀をもつ木簡は雅屯二年（7 1 6 ）が３点あり，伴出遺物も本薬師寺式瓦や奈良時代初頭の

ｋ師器である。薬師寺の平城京移建は養老二年( 718 ) と伝え( 良和四年「薬師寺縁起」），それ以前
の木簡である点が注F 1される。多競の木片や削屑も伴出しているので，ＳＥＯ５は薬師寺造営中
に使われた井戸であろう。内容的には習神が，形態上では削屑が大半を占める。霊勉二年の年
紀をもち「千字又｣行頭部を習苫した木簡は, 藤原宮出土の千字文習樗木簡( 錯雌濡淵難）
に次いで古く，殊に年紀をもつものとしては岐古のもので，千字文の椿及を考える上で砿要で

ある。（今糸隆雄）
－３４－


